
平成27年7月29日　現在

政策等の名称 内容

総合計画推進委員会 27年4月～28年3月

きたひろしま市民会議 27年4月

パブリックコメント 27年12月

総合計画推進委員会 27年4月～28年3月

パブリックコメント 27年12月

公共施設等総合管理計
画市民検討会議

27年9月～28年2月

総合戦略推進会議 27年7月～28年3月

パブリックコメント 28年1月

市民意識調査 27年6月

市民参加条例の区分

市民参加の実施方法

3

4

2

2016推進計画の策
定

第5次総合計画における基本計画に掲
げた施策を効果的に実施するため、平
成28年度から平成30年度までの具体的
事業や活動を年次的に示した2016推進
計画を策定する。

企画課
（内線688）

（1）市の基本構想、基本計画その他市の基本的な事項を定める計画の策定又は変更

平成27年度　市民参加実施予定・実施状況一覧

整理
番号

1

実施予定時期
担当課

（内線番号）

（1）市の基本構想、基本計画その他市の基本的な事項を定める計画の策定又は変更

企画課
（内線688）

第5次総合計画の見
直し

第5次総合計画の中間年見直しに向け
て市民意識調査や現状等の分析調査を
実施し、見直しを行う。

企画課
（内線684）

まち・ひと・しごと創生
総合戦略の策定

平成26年11月にひと・まち・しごと創生
法が公布され、12月には、国・都道府
県・市町村が策定するまち・ひと・しごと
創生総合戦略に関する規定が施行され
た。本法律の施行に伴い、各自治体が
主体的に、人口減少に歯止めかけ、若
い世代の就労・結婚・出産・育児への希
望を実現できる社会経済環境の整備に
向けた基本的な方向、具体的な施策を
まとめることになった。
人口減少を克服し、地方創生を実現す
るため、本市のおいても法の趣旨を踏ま
え、総合戦略を策定する。

（1）市の基本構想、基本計画その他市の基本的な事項を定める計画の策定又は変更

公共施設等総合管
理計画の策定

（8）公共施設の設置に係る計画の策定、変更又は廃止

人口減少・少子高齢化の進展により今
後の公共施設等の利用需要が変化して
いくことが見込まれることから、公共施設
等の全体を把握し、長期的な視点を
持って更新・統廃合・長寿命化などを計
画的に行い、最適な配置を実現していく
必要がある。
今後のまちづくりを見据えた、公共施設
のあり方や、効率的で効果的な施設運
営などを行うための指針となる計画とし
て「公共施設等総合管理計画」を策定
する。

企画課
（内線771）
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平成27年7月29日　現在

政策等の名称 内容

市民参加条例の区分

市民参加の実施方法

平成27年度　市民参加実施予定・実施状況一覧

整理
番号

実施予定時期
担当課

（内線番号）

男女共同参画推進委員
会

27年6月～28年3月

パブリックコメント 27年12月

パブリックコメント 27年12月

都市計画審議会 27年4月～28年3月

パブリックコメント 27年5月

市民説明会 27年5月

パブリックコメント
27年4月15日～5月

15日

6

7

8

5

配偶者等からの暴力
の防止及び被害者
の支援に関する基本
計画の策定

広範多岐にわたる配偶者からの暴力の
防止及び被害者の保護のための施策
を、総合的に、かつ、地域の実情を踏ま
えきめ細かく実施するため、「配偶者から
の暴力の防止及び被害者の保護等に
関する法律」に基づき基本計画を策定
する。

政策広報課
（内線841）

財政課
（内線626）

都市計画課
（内線762）

環境課
（内線844）

少子高齢化や核家族化を背景としたお
墓の承継者の不在化などの問題の解消
や、多くの市民からの要望に応えるた
め、北広島霊園内に合葬式のお墓を整
備する。
このことに伴い、条例に定める墓地の種
別を変更し、新たな墓地の種別や使用
者の資格及び許可に関することのほか、
使用料及び管理料を追加する。

（1）市の基本構想、基本計画その他市の基本的な事項を定める計画の策定又は変更

平成28年度の予算作成にあたり、各担
当部局からの予算要求段階における新
規事業（新たに取組もうとする事業など）
の内容についてパブリックコメントを実施
する。

土地利用計画制度
の見直し

平成２５年度に改定された北広島市都
市計画マスタープランが目指す都市像
の実現に向けて、人口減少や少子高齢
化などの社会情勢の変化を踏まえ、現
在のまちをより住み良くするために土地
利用計画制度の見直しを行う。

（1）市の基本構想、基本計画その他市の基本的な事項を定める計画の策定又は変更

平成28年度当初予
算の作成

（12）当初予算の作成に関するもの

霊園の設置及び管
理に関する条例及び
規則の一部改正

(9)公共施設の利用方法について定める条例及び規則の制定、改正又は廃止
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平成27年7月29日　現在

政策等の名称 内容

市民参加条例の区分

市民参加の実施方法

平成27年度　市民参加実施予定・実施状況一覧

整理
番号

実施予定時期
担当課

（内線番号）

国民健康保険運営協議
会

27年5月～28年2月

パブリックコメント 27年9月

パブリックコメント 27年12月

農業関係機関からの意
見聴取

27年9月

パブリックコメント 27年7月

パブリックコメント
27年7月15日～
8月14日

9

10

農業振興地域整備
計画の変更

平成２０年度に変更した北広島市農業
振興地域整備計画について、農業振興
地域の整備に関する法律第１２条の２第
１項に定められたおおむね５年ごとに実
施する基礎調査及び経済事情の変動、
その他情勢の推移により、同法第１３条
第１項の規定で計画を変更する。

（1）市の基本構想、基本計画その他市の基本的な事項を定める計画の策定又は変更

農政課
（内線850）

保険年金課
（内線658）

第１期国民健康保険
データヘルス計画の

策定

平成26年3月31日付で改正された「国民
健康保険法に基づく保健事業の実施等
に関する指針」に基づき、当市国民健康
保険においてもデータ分析に基づく
データヘルス計画を策定する。
指針では、「保険者は、健康・医療情報
を活用してＰＤＣＡサイクルに沿った効果
的かつ効率的な保健事業の実施を図る
ため、保健事業の実施計画（デ－タヘル
ス計画）を策定し、保健事業の実施及び
評価を行うこととすること。」とされてい
る。

（1）市の基本構想、基本計画その他市の基本的な事項を定める計画の策定又は変更

11

長期優良住宅建築
等計画認定申請手
数料徴収条例の一

部改正

「住宅の品質確保の促進等に関する法
律」に基づく住宅性能評価書を活用した
長期優良住宅建築等計画の認定が可
能となり、認定事務を合理的かつ効率的
に行うため、審査、認定作業に要する所
定の手数料を徴収するために条例を改
正する。

建築課
（内線653）

(6)分担金、使用料及び手数料の徴収について定める条例の制定、改正又は廃止

12

北広島市手数料徴
収条例の一部改正

について

平成25年5月24日に成立したマイナン
バー法の規定により、平成27年10月から
「通知カード」、平成28年1月から「個人
番号カード」の交付が開始されることに
伴い、カードの紛失等による再交付が考
えられることから、再交付手数料を設定
する。
また、「住民基本台帳カード」の交付及
び再交付が成27年12月31日をもって終
了となるため、「住民基本台帳カード」に
係る記載を削除する。

市民課
（内線656）

(6)分担金、使用料及び手数料の徴収について定める条例の制定、改正又は廃止
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